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（5）危険物 の 種 類 又 は 貨 物区 域の 種 類 に応 じた特 別 要 件 の

適 用 を定 め た 3 っ の 表 （R 編 6 章 の 表 R6．1，表 R6．2 及

び 表 R6，3） を SOLAS に 倣 っ て 改 め た。

X皿　鋼船規則 R 編 及び同検査要領 における改正 点の 解説 （ヘ リコ プタ甲板の 消防設備関連）

1，は じめ に

　 平 成 1  年 7 月 1 日付 け規 則 第 27 号 〔日本 籍船用。外 国

籍船用 は、規則 第 34 号 ） に よ り鋼船規 則 R 編及 び 同 H付

け達 第 29 号 （日本 籍船 用。外 国 籍船 用 は、達 34 号 ） に よ

り同検査 要 領 の ヘ リ コ プ タ 甲板 の 消 防 設備 に関 連 す る規 定

が改 ［Eされ た。本 收 LE は、平 成 10任 7 月 1 日付 け にて 施

行 され た。以 下 、改正 され た 内容 に つ い て 解説 す る．

2． 改正 の 背景

　 ヘ リ コ プ タ 甲板 の 消 防設 備 につ い て、IMO 第 20 回 総 会

に お い て 船 上 ヘ リ コ プ タ 施 設 に 閧 す る 指 針

（ResA855 （20）） が採 択 され 、1974年 SOIAS 条約 改 正 H

−2 章 第 18 規則 8 項 もそ れ を 引用 す る よ う改 正 され、1998

年 7 月 ユ日以降建 造 され る船 舶 に 適 用 され る こ と とな っ た 。

本件 に 関 し て 鋼 船 規則検 査 要 領 に は ICS （lnternational

Chamber 　of　Shipping）の ガイ ドライ ン に 従 っ て 規定されて

い た が、そ れ を IMO で定 め た 要件 に合わせ る こ ととした e

3．改正 の 内容

　 主な改正 内容 は以 下 の とお りで ある。

（1）鋼 船 規則 R 編 1 章 に ヘ リコ プ タ 甲板 及 び ヘ リ コ プ タ 施

設 の 定義 を 追加 した。なお、IMO 　 ResA855 （20）で は、

ヘ リ コ プ タ 甲板は ヘ リ コ プ タ が着陸す る 甲板 と して い る

が 、ヘ リ コ プ タか らの ウ ィ ン チ ン グ操作す る 場合 も多 く

あ る た め、ヘ リ コ プ タ着陸 甲板 とウ ィ ン チ ン グ 甲板 の 2

種 類定義 し、鋼船規則 検査要 領 にそ れ ぞれ 図示 する こ と

　 した。ま た、ヘ リ コ プ タ施 設 の 定 義 も規 定 した。

（2）ヘリコ プ タ 甲 板 の 防火構造及 び 脱 出設 備 に つ い て、

Res．A855 （20）の 内容 を鋼船 規 則 R 編 1 章 に 規 定 した。

（3＞鋼 船 規 則 R 編 5 章 の ヘ リ コ プ タ 甲板及 び ヘ リ コ プ タ施

設 に 関 す る 消 防設 備 の 規 定 を改 正 した。

　 　（a） 消 防設 備

　　 ヘ リ コ プ タ 着陸 甲板 の 泡 放 射 装置 に つ い て 、そ の 能

　　 力 を ヘ リ コ プ タの 全 長 に応 じそ の 放出率 を 定 め た。

　　 な お 、ウ ィ ン チ ン グ 甲板 に つ い て は、旧 規則 で 要 求

　　 され る 内容と1司様 の 能力 を要 求す る こ と と した。

　　（b）消防用備 品 につ い て

　　 Res．A ．855（20）に て要 求 され る備 品 に は、火 災 を 起 こ

　　 した ヘ リ コ プ タ内 の 人 を救 命 す る た め の 備 品 で あ る

　　 自在 レ ン チ、ボ ル トカ ッ ター、フ ソ ク、金 の こ 、は

　　 しご 〔脚 、

」
t／）、救 命 索、プ ラ イ ア 、ドラ イ バ ーセ ッ

　　　ト及 びナ イ フ を 要 求 す る こ と と した。本備 品 に つ い

　　 て の 詳細 は 規則 で は 記述 し て い な い が、ヘ リコ ブ タ

　　 運 航会社 に は、ヘ リコ プ タ の 機種、大きさに応 じ、

　　 標準的なもの を定 め て い る の で、ヘ リ コ プ タ 甲板を

　　 有す る船舶を設計す る場合に は そ れ を参考 に すれ ば

　　 よい と考 え る。

　　（c ）ヘリ コ ブ タ 着陸 甲板か らの 排水設備 に つ い て

　　 ヘ リ コ ブ
．
タ 着 陸 甲 板 の 排 水 設 備 に つ い て 、

　　 ResA ．855（20）の とお り当該 甲板 か ら直接船外 に排水

　　 で き る設 備を要求す る こ とと した。

　　（d） ヘ リコ ブ タ 燃 料供給 設 備 及 び ヘ リコ プ タ 格納施 設

　　 を設 け る場 合 の 留意事項 （配 置、油の 漏洩対 策、タ

　　 ン ク の 保護、ポ ン プ、消防設 備、電気機 器 類等） に

　 　 っ い て 、ResA855 （20）の とお り規 定 した。

X配 鋼船規則 R 編及 び同検査要 領並びに 船用 材料 ・機器等の 承認及 び認定要領に お ける改正 点の 解説

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（FI
’
P　Code 関連）

1． は じめに

　 以 下 の 規 則 及 び 達 に よ り，鋼船規貝1」R 編及 び 同検査 要

領並び に船用 材料 ・機器等 の 承認 及び 認定要領 の 防火構造

材 料 に 関 す る要 件の
一・

部 が 改正 され た。以 下，改正 され た

規則 に つ い て解説す る。

（1）平成 10年 7 月 1 日付規則第 34 号並 び に 達第 34 号及

　び 第 36 号 （外 国 籍 船舶）

（2）平 成 10 年 7 月 1 日付規則第 27 号並 び に 達第 29 号及

　び 第 33号 （日 本籍船 舶 ）

（3）平 成 10 年 12月 25 口付 規貝rl第 47 号 並 び に 達 第 51 弓
．

　及び 第 53 号 （外 国籍船舶）

（4）平成 10 年 12 月 25 目付規則第 5  号並 び に 達第 54号

　及 び 第 59 号 （日本 籍船 舶 ）

2．改正 の 背景

2，1 平 成 10年 7 月 1 日付 改 正 に つ い て

　 1996 年の 12A に 開催 され た IMO 　 MSC67 に お い て ，
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